
平成２９年度図書館協議会概要 

日 時  平成２９年６月２１日（水） 

午後２時から午後３時３０分 

場 所  戸倉庁舎 ４階 第２会議室 

１．開  会 （生涯学習課長） 

委員への任命書の交付 （赤地教育長） 

２．教育長あいさつ （赤地教育長） 

３．自己紹介 

４．正副会長の選出について 会長は山根義夫校長、副会長は跡部夢美司書を選出 

５．協議事項 

（1）千曲市立図書館の概要について 

（2）平成２８年度事業報告について 

（3）平成２９年度事業計画について 

（4）図書館運営についての意見交換 

委員から出された主な質問及び意見 市（事務局）の説明及び回答 

○戸倉図書館の除籍の報告があったが、戸倉図書 

館は平成５年の開館当初に多くの町民から寄贈を 

受けた。その寄贈本も除籍対象としているのか。 

どのように除籍決定をしているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

○除籍をした後、同じ本を買うことはしないのか。 

読み繋がれている本も沢山あると思うが、補充し 

ているのか。 

○本の破損とか紛失の状況はどうか。 

 

 

 

 

 

 

 

○最近、郷土資料の学校沿革史等の切り抜き被害 

が報道されているが、千曲市の図書館ではどうだ 

ったか。 

○平成２９年度事業計画に「どくしょ手帳」の配 

○除籍基準では２０年経過した本は除籍の対象と

してよいことになっています。戸倉図書館は平成２

５年で２０年経過しましたので、平成２６年度から

書庫等の整備を始めました。寄贈を受けた本、郷土

資料、全集等は除籍しないよう気を付けています。

複本や千曲市の他図書館で所蔵している本を中心

に除籍しています。利用が可能な絵本、児童書等は

保育園、学校に照会した後、リサイクル市で市民に

提供しています。２０年経ったからといって全て除

籍している訳ではなく、戸倉図書館の司書が慎重に

選んで除籍をしています。 

○読み繋がれている良い本は、積極的に補充してい

ます。 

 

○本の破損は沢山あります。利用者に気を付けるよ

う促しています。また、修理ができない本は弁償と

させてもらっています。紛失は、蔵書点検を行うと

各館１００冊弱ほど不明がでてしまいます。その後

調査期間を経て４年目の最終除籍する時には、２０

～３０冊の不明本がでてしまいます。紛失に関して

は、カウンターで職員が注意深く見ていますが、な

かなか減ってこない状況です。 

○千曲市の図書館では切取られた資料は確認でき

ませんでした。 

 

○「どくしょ手帳」は図書館職員が手作りしました。



布とあるが、どんなもので、どのような子どもた 

ちに配ったのか。 

 

 

 

 

 

 

 

○４月２３日は世界中の子ども読書の日になって 

いる。子ども読書の日のＰＲをもっとした方がい 

い。 

○本のコピーを有料で行っているが、著作権の問 

題点は無いのか。 

個人の閲覧履歴は残っていると思うが、仮に警

察等で提供してほしいと言われた場合、千曲市図

書館ではどう対応されるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○図書館のコピーは著作権法にふれるということ 

か。著作権は何年か経過すると切れるのではない 

か。 

○引っ越してきたばかりで図書館の場所や借り方 

がわからなかった。図書館の情報がもっとほしい。 

○園児の図書館訪問で保育園児に読み聞かせをす 

る場に居合わせたが、小さい時から本や図書館に 

触れる機会があることは素晴らしいと感じた。図 

書館に足を運ぶ機会を持つよう呼びかけていくこ 

とも大事だと感じた。自分も周りの人に図書館に 

足を運ぶよう呼びかけたいと思う。 

○本を寄贈したい場合についてお聞きしたい。 

Ａ４の半分位の大きさで、自分で書き込むもので

す。更埴では１３０冊、戸倉では５０冊、更埴西で

は５０冊ほど配りました。子どもを対象にしました

が、大人でもほしい方がいればさしあげました。子

どもたちには読書意欲がわくよう楽しみに使って

貰えたらいいと思い、５０冊読んだら手作りの栞

を、１００冊達成したら手作りのおもちゃのような

ものをあげて、「よく読んだね、頑張ったね」と声

をかけることもしております。 

○今後、周知できるよう頑張ってまいります。 

 

 

○本のコピーの件ですが、日々、図書館職員は著作 

権に悩まされております。図書館での著作権は非常 

に複雑で難しいものです。図書館でコピーできるの 

は１作品の半分までとなっています。住宅地図も見 

開きの半分までとなっており、市民に理解してもら 

えない場合もあります。雑誌、新聞の最新号もコピ 

ーできないものです。図書館職員も更に勉強してい 

かなくてはいけないと思っております。 

閲覧履歴が残っている件ですが、職員も履歴は見 

ることはできないし、今のところ当事者も見ること

はできないことになっています。警察への提供です

が、個人のプライバシーに関することですので、図

書館から閲覧履歴は提供できないことになってい

ます。新しい図書館システムにすると、個人のパス

ワードで自分の読書履歴は見ることができるよう

になるとのことですが、現在の千曲市の図書館シス

テムでは見ることはできません。 

○著作権者が亡くなってから５０年過ぎると切れ

ます。 

 

○周知するよう努力します。 

 

 

 

 

 

 

 

○図書館の蔵書とするかしないかの判断を任せても



 

 

 

 

 

 

 

○学校図書館と公共図書館の連携で、公共図書館 

から学校にしてほしい提案のようなものはある

か。 

らえる場合に限りお受けしています。積極的に募集

し、受け入れることはしていません。図書館の蔵書

としないと判断したものは、図書館まつりの古書市

に出してもいいでしょうかとお聞きし、良いと返事

を頂いたものはお受けしています。百科事典のよう

なものはお断りしていますが、郷土資料は積極的に

お受けしています。 

○学校との連携はなかなか難しいと思っています。

ブックネットちくまで繋がっていますので、市立図

書館の本を有意義に活用して頂けたらと思います。 

 

６．その他 

 ・千曲市セカンドブック事業について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○この事業の予算は。 

 

○意見なし 

○セカンドブック事業参考資料のスケジュールに

「選定２０冊」について図書館協議会で報告、意見

を求めるとあります。別紙「選定２０冊」選書まで

の主な経過をご覧ください。各図書館、各小学校に

推薦本の依頼をし、約６０冊が推薦されました。推

薦された６０冊から、公立図書館司書による選定委

員会で２２冊が選定されました。選定に当たっては、

選定基準に基づき、更に 

・長い間読み継がれており、あまり保育園や家庭

で目にすることがなく読んでほしいもの 

・比較的新しい本の中で、今後読み継がれていく

と考えられるもの 

・家族で楽しめる内容のもの 

・日本の昔話、世界のおはなし 

・動物や植物に関係したもの 

・装丁がしっかりしたもの 

等を考慮し、慎重に選定しました。読書アドバイザ

ーの小林いせ子さんにも相談し、指導していただき

ました。本日は実物を用意していますので、手に取

ってご覧ください。 

○ご意見等お聞かせください。 

○７７８千円です。 

○他にご意見はありませんか。 

○ありがとうございました。 

 


